
八王子市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付けに関する要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

３８条の４第２項第４号の規定に基づき、行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯

施設並びにこれらの敷地（以下「庁舎等」という。）の余裕部分を貸し付ける方法により

自動販売機を設置させる場合の取扱いについて、八王子市公有財産規則その他別に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（余裕部分の基準等） 

第２条 余裕部分とは、庁舎等の用途又は目的を妨げない場所で、現在、行政の目的に使用

していない場所及び貸付期間中、行政財産の目的に使用しない場所をいう。 

２ 余裕部分の貸付けにあたり、庁舎等における貸付場所、貸付面積、自動販売機の種類及

び台数（以下「貸付場所等」という。）については、八王子市公有財産規則（以下「規則」

という。）第２条１号に規定する課長（以下「課長」という。）が定める。 

３ 前２項の余裕部分の決定及び貸付場所等の決定については、資産管理課長と協議のうえ

決定する。 

 

（貸付けの相手方の選定） 

第３条 貸付けの相手方は、売上分配金について制限付一般競争入札（以下「入札」という。）

を行い選定するものとする。ただし、公の施設で指定管理者制度を導入している施設で、

指定管理者選定の際に自動販売機の設置を義務付けている場合には指定管理者とする。 

２ 第１項の入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、他の方法により貸し付けの相

手方を選定することができる。 

 

（貸付契約） 

第４条 貸し付けの相手方となる自動販売機の設置業者（以下「設置事業者」という。）を

決定したときは、設置事業者との間で貸付契約を締結するものとする。 

２ 貸付契約を締結するときは、設置事業者に対し、貸付期間中における余裕部分の用途を

「自動販売機の設置場所」に指定する。 

３ 前項の規定により指定した用途の変更は行わないものとする。 

４ 建物の余裕部分の貸付けは、原則として借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条

に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。 

５ 敷地の余裕部分の貸付けは、民法（明治２９年法律第８９号）第６０１条に基づく土地



の賃貸借契約によることを原則とし、臨時設備の設置が必要な場合には借地借家法第２５

条の一時的な借地権とする。 

 

（貸付期間） 

第５条 貸付期間は５年以内とし、貸付期間の更新は行わないものとする。ただし、指定管

理者に貸し付ける場合は、指定管理期間を限度とする。 

 

（貸付料及び売上分配金） 

第６条 貸付による貸付料及び売上分配金の額は、次の各号により算出する。 

（１）貸付料は、貸付面積に応じて算出された額（以下「貸付料」という。）を契約期間

中固定とする。 

（２）売上分配金は、売上金額に乗じた率により算出される額とする。 

２ 前項の貸付料及び最低売上分配金は、八王子市不動産評価審査会において評定された額

をもって決定する。 

 

（貸付料等の納付期限） 

第７条 貸付料は、貸付期間中の契約により定めた額を、毎年度４月末日までに一括して納

付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

２ 売上分配金は、売上報告をした翌月の市長が指定する期日までに納付しなければならな

い。 

 

（売上報告） 

第８条 設置事業者は、貸付契約に係る自動販売機の毎月の売上金額を、市長が指定する期

日までに報告しなければならない。 

 

（電気料等） 

第９条 貸付契約に基づき設置した自動販売機の電気料は、設置事業者の負担とする。 

２ 庁舎等の電源から自動販売機までの配線に要する経費及び自動販売機を設置すること

により 

庁舎等の電源の改修等が必要となる場合の当該経費は、設置事業者の負担とする。 

 

（貸付台帳の作成） 

第１０条 課長は、自動販売機貸付台帳（第1 号様式）を作成しなければならない。 

 

（現状変更等の禁止） 



第１１条 設置事業者は、余裕部分の現状を変更してはならない。ただし、特段の事情があ

ると 

課長が認めるときは、この限りでない。 

２ 設置事業者は、余裕部分の賃借権を譲渡し、又は余裕部分を転貸してはならない。 

 

（遵守事項） 

第１２条 設置事業者は、余裕部分を第４条第２項により指定した用途に供するに当たって

は、 

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）環境負荷を低減した自動販売機の設置に努めること。 

（２）販売品の補充、賞味期限の確認、売上金の回収、釣銭の補充等の自動販売機の維持

管理を適切に行うこと。 

（３）使用済み容器の回収ボックスの設置及び管理を行うとともに、自動販売機、回収ボ

ックス及び自動販売機周辺を清潔に保ち、庁舎等の美化推進に協力すること。 

（４）関係法令等の遵守を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、

遅滞なく手続き等を行うこと。 

（５）自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置す

るとともに、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。 

（６）自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、故障時等の連絡先を自動販売

機の前面に明記し、設置事業者の責任において、迅速に対応すること。 

（７）自動販売機の売上げの一部が、八王子市の事業へ使用されていることを自動販売機

の前面に明記すること。 

 

（契約の義務違反に対する措置） 

第１３条 市長は、契約に定める義務の違反を確認した場合は、速やかに当該各号に掲げる

措置をするものとする。 

（１）貸付期間中に余裕部分を指定用途以外の用途に供した場合 次に掲げる措置 

ア 貸付料の１年分に相当する額（以下「貸付料年額」という。）の３倍の額の違約金を徴 

収するとともに、相当の期間を定めて指定用途に供すべきことを請求し、当該期間内に 

履行しないときは契約を解除する旨を設置事業者に通知する。 

イ アの規定により定めた期間内に指定用途に供しない場合は、契約を解除するとともに余 

裕部分の明け渡しを求めるものとする。 

（２）転貸又は賃借権の譲渡をした場合 次に掲げる措置 

ア 貸付料年額の３倍の額の違約金を徴収するとともに、相当の期間を定めてその取消しを 

求め、当該期間内に履行しないときは、契約を解除する旨を設置事業者に通知するもの 



とする。 

イ アの規定により定めた期間内に取消しの措置をとらない場合は、契約を解除するととも 

に余裕部分の明け渡しを求めるものとする。 

（３）実地調査及び報告の拒否等をした場合 直ちに是正を求め、貸付料年額と同額の違約

金を徴収するものとする。 

 

（本要綱の適用除外） 

第１４条 自動販売機の設置については、入札による行政財産の貸付けを原則とするが、次

の事由に該当するものについては、行政財産の使用許可により設置することができるもの

とする。ただし、いずれの場合も道路に面する場所への設置は認めない。 

（１）本要綱の適用日以前に行政財産使用許可にて設置されている自動販売機 

（２）施設の用途廃止を５年以内に予定しているもの 

（３）短期的な設置であるなど入札に付することが困難と判断されるもの 

（４）市が行う事務と密接な関係を有する事業を行う公共的団体が、当該事業に関連する

庁舎等において設置するもの 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が貸付けにより難いと認めたもの 

 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２３年１１月１７日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成２８年１１月１４日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、平成３０年１１月１日から施行する。 


